
市政に対する一般質問

市政に対する
一 般 質 問

　今定例会では、13 人の議員が２月
21 日、22 日、26 日に一般質問を行
いました。質問の中から、主なものを
質問者順に掲載します。

　一般質問とは、議案と関係なく市の行政
事務の状況や将来に対する方針などをただ
すもので、市側は、質問に対し基本的な考
え方や問題解決策について答弁します。

坂 本 達 夫 議 員  
◯  市役所本庁舎、今の問題について
◯  行政財産使用料(自動販売機設置)について
◯  浸水対策、排水路等の河道確保について
◯  市長公約の進捗状況について

四 本 奈 緒 美 議 員
◯  １か月児、５歳児の乳幼児健診について
◯  児童生徒等のプライバシーや心情に配慮し
た健康診断実施のための環境整備について

◯  子どもを被害者にも加害者にもさせないＡＩペ
アレンタルコントロールアプリの活用について

宮 澤 大 地 議 員  
◯  幸手市内の空家問題について
◯  幸手市東中学校区の小中学校統廃合及び住宅事情について

芦 葉 弘 志 議 員  
◯  ヤングケアラー支援について
◯  幸手市における防災活動について
◯  幸手市における空家対策について

小 林 英 雄 議 員
◯  指定管理者制度について
◯  市庁舎整備事業について

髙 野 優 一 議 員
◯  防犯カメラ等の設置状況について
◯  公衆トイレの洋式化について

松 田 雅 代 議 員  
◯  市営釣場神扇池の観光資源としての価値、観
光振興における役割、今後の活用について

◯  市庁舎整備基本構想策定に向けた市民ワー
クショップ、説明会の開催について

◯  特別支援教育の充実について

幸手市は１人 45分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。
議会だよりではスペースの都合上、質疑と答弁が要約してありますので臨場感ある、
本会議場での傍聴をお待ちしています。

あなたの を市政に声

分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。

詳しくはホームページを
ご覧ください。

６月定例会
のお知らせ

青 木 章 議 員
◯  防災・災害対策について
◯  内水対策について
◯  健康増進事業について

大 平 泰 二 議 員
◯  介護保険制度
◯  医療・福祉制度について
◯  国保税について
◯  水道事業について

本 田 謡 子 議 員
◯  ハッピーエール券について
◯  高齢者の健康増進と補助金について
◯  災害時における幸手市としての支援について

小 河 原 浩 和 議 員
◯ 惣新田幸手線バイパスの進捗状況を伺う
◯ 吉田幼稚園跡地利用の進捗状況を伺う
◯  幸手市立小・中学校適正規模・適正配置等
を伺う

小 泉 圭 司 議 員
◯ 小学校の統廃合について
◯ リーディングＤＸ事業について
◯ 誰もが安心して学べる環境について

木 村 治 夫 議 員
◯ 子ども支援の充実について
◯ 防災体制の推進について
◯ 防犯体制の強化について
◯ 地域農業振興と大規模プロジェクトについて
◯ 水道事業整備について
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と
が
重
要
」
と
明
記
し
て
い
る
。
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
と
し
て
市
が
取
り
組

ん
で
い
る
政
策
に
つ
い
て
伺
う
。
入
間

市
の
よ
う
な
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
市
の
考
え
を
伺
う
。

　

市
で
は
、
子
ど
も
家
庭
総

合
支
援
拠
点
や
要
保
護
児

童
対
策
地
域
協
議
会
を
中
心
に
、
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
や
そ
の
家
族
の
ケ
ア

の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
や
調
整
を
行
っ
て
い

る
。

生
す
る
と
い
う
認
識
は
、
市
長
に
は

あ
り
ま
す
か
。
今
す
ぐ
に
本
庁
舎
を

使
用
禁
止
と
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

市
長
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

　

耐
震
性
の
高
く
な
い
現
庁
舎

の
使
用
継
続
は
危
機
管
理
上
、

好
ま
し
く
な
い
こ
と
は
、
市
と
し
て
十

分
に
認
識
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
市
内
の
公
共
施
設

の
状
況
を
併
せ
考
え
る
と
、
す
ぐ
に
最

適
な
移
転
先
を
見
つ
け
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

厚
生
労
働
省
は
昨
年
７

月
10
日
、
家
族
の
介
護
を
す

る
若
者
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」
へ
の
支

援
強
化
を
盛
り
込
ん
だ
介
護
保
険
事

業
の
新
た
な
基
本
指
針
案
を
公
表
し

た
。
指
針
案
で
は
、
団
塊
の
世
代
が
全

員
75
歳
以
上
と
な
る
２
０
２
５
年
を
見

据
え
、
制
度
の
持
続
可
能
性
を
維
持

す
る
た
め
、「
家
庭
に
お
け
る
介
護
の

負
担
軽
減
の
取
り
組
み
を
進
め
る
こ

　

令
和
６
年
元
旦
、
能
登
半

島
地
震
が
発
生
し
た
。
石
川

県
輪
島
市
で
は
、震
度
７
を
記
録
し
、

市
民
が
建
物
に
押
し
潰
さ
れ
、
多
く

の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
た
。

　

幸
手
市
に
お
い
て
、
同
じ
ク
ラ
ス

の
地
震
が
発
生
す
れ
ば
、
耐
震
上
問

題
の
あ
る
市
役
所
本
庁
舎
は
、
倒
壊

の
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
場
合
、
市

民
、
職
員
の
命
に
関
わ
る
問
題
が
発

QQ

AA

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援

地
震
に
弱
い
市
役
所
本
庁
舎
は
、
使
用
禁
止
と
！

　

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
ケ
ア
の

負
担
感
は
18
歳
未
満
の
子
ど
も
に
限

ら
な
い
こ
と
や
、
生
活
困
窮
な
ど
、

複
合
的
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と

が
多
い
こ
と
を
鑑
み
、
教
育
部
門
や

児
童
福
祉
部
門
の
み
な
ら
ず
、
関
係

す
る
部
署
と
の
連
携
に
よ
る
支
援
を

実
施
し
な
が
ら
、
調
査
・
研
究
を
進

め
て
い
き
た
い
。

 

（
健
康
福
祉
部
参
事
）

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
市
庁
舎
整

備
事
業
は
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
作
業

を
遂
行
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
基
本
構
想
の
策
定
に
あ
っ
て

は
、一時
的
な
退
避
先
の
確
保
に
つ
い
て

も
、
様
々
な
要
素
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ
の

要
否
を
整
理
し
て
い
く
。 

 

（
市
長
）

坂本達夫議員 芦葉弘志議員
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で
き
な
い
不
適
切
な
発
言
な
ど
も
あ

り
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
公
園

管
理
だ
け
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
に
、

強
い
疑
念
を
抱
く
と
と
も
に
、
大
変

残
念
に
思
う
。
否
決
さ
れ
た
公
園
管

理
を
今
後
ど
う
す
る
の
か
考
え
を
伺

う
。

　

指
定
管
理
検
討
委
員
会
に

お
け
る
審
査
は
、
応
募
者
か

ら
事
前
に
提
出
さ
れ
た
「
事
業
計
画

書
」
と
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」

の
内
容
を
評
価
対
象
と
し
て
お
り
、

　

令
和
６
年
度
か
ら
の
「
平

須
賀
南
公
園
外
４
公
園
」
の

指
定
管
理
者
の
選
定
が
あ
っ
た
。
検

討
委
員
会
の
厳
正
な
審
査
の
結
果
、

幸
手
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
が

選
定
さ
れ
た
が
、
市
議
会
は
こ
れ
を

否
決
と
し
た
。
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
を
含
む
、
他
３
件
の
指
定
管
理

者
の
指
定
議
案
は
、
す
べ
て
可
決
さ

れ
た
。
そ
の
議
会
に
お
い
て
、
看
過

小林英雄議員

Q

A

同
時
期
に
審
査
さ
れ
た
他
３
件
の
指

定
管
理
者
の
選
定
方
法
と
違
い
は
な

い
。

　

今
回
、
否
決
さ
れ
た
指
定
管
理
公

園
の
令
和
６
年
度
の
管
理
に
つ
い
て

は
、
市
直
営
で
行
う
予
定
で
あ
る
。

　

な
お
、
同
公
園
の
管
理
方
法
等
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
引
き
続
き
検
討

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

 （
総
合
政
策
部
長
・
建
設
経
済
部
長
）

す
る
。
も
し
く
は
本
条
例
の
区
域
内

で
あ
り
な
が
ら
利
用
さ
れ
て
い
な
い

地
域
を
精
査
し
、
区
域
の
付
け
か
え

等
の
見
直
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
る

の
か
。　

都
市
計
画
法
第
34
条
第
11

号
区
域
に
つ
い
て
は
、
都
市

計
画
法
の
改
正
に
よ
り
浸
水
ハ
ザ
ー

ド
エ
リ
ア
を
原
則
と
し
て
区
域
に
含

め
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ど
、
指
定

基
準
が
厳
格
化
さ
れ
た
た
め
、
新
た

に
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

　

東
中
学
校
区
の
小
中
学

校
が
統
廃
合
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
東
中
学
校
区
は
市
街
化
調
整
区

域
が
大
半
で
あ
り
、
住
宅
が
建
て
に

く
く
、
子
ど
も
が
増
え
る
都
市
計
画

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

少
し
で
も
人
を
増
や
す
た
め
の
施

策
と
し
て
、
一
定
の
許
可
の
も
と
住

宅
建
築
が
認
め
ら
れ
る
条
例
・
都
市

計
画
法
第
34
条
11
号
の
区
域
を
拡
大

Q

A

東
中
学
校
区
の
都
市
計
画
及
び
住
宅
事
情

状
況
で
す
。

　

ま
た
、
11
号
区
域
は
、
集
落
性
・

道
路
幅
員
・
排
水
先
の
確
保
な
ど
の

基
準
に
基
づ
き
区
域
を
指
定
し
て
い

る
た
め
、
区
域
の
見
直
し
等
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
基
準
に
お
い
て
実
施

が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
今
後
、

検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。 

 

（
建
設
経
済
部
長
）

宮澤大地議員

疑
問
が
残
る
否
決
さ
れ
た
公
園
指
定
管
理
者
の
指
定
議
案
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昨
年
市
内
公
民
館
に
お
い
て
車
上

荒
ら
し
が
数
件
発
生
し
た
。

　

市
内
公
民
館
に
は
残
念
な
が
ら
防

犯
灯
、
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て

お
ら
ず
、
犯
罪
の
機
会
を
与
え
て
い

る
と
考
え
る
。
早
期
に
設
置
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
市
の
対
応
を

伺
う
。　

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
は
、

犯
罪
発
生
の
抑
止
力
に
な

り
、
犯
罪
が
発
生
し
た
際
に
は
、
捜

査
及
び
犯
人
の
特
定
に
も
一
定
の
効

　
「
犯
罪
の
機
会
を
つ
く
ら

せ
な
い
。
与
え
な
い
」
と
い

う
考
え
の
も
と
、
平
成
20
年
に
防

犯
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
制
定
さ
れ

た
。

　

行
政
の
役
割
と
し
て
防
犯
に
対

す
る
意
識
の
啓
発
を
行
う
と
と
も
に　

防
犯
活
動
を
推
進
す
る
た
め
の
指
導

助
言
や
環
境
整
備
に
関
す
る
施
策
を

実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

Q

A

防
犯
カ
メ
ラ
等
の
設
置
に
向
け
て

果
を
発
揮
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
が
、
一
方
で
、
不
特
定
多
数
の
方

を
記
録
し
そ
の
方
々
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
や
、
肖
像
権
の
問
題
が
設

置
に
お
け
る
課
題
と
な
る
。
今
後
こ

れ
ら
を
幸
手
警
察
署
と
調
整
し
、
防

犯
カ
メ
ラ
等
を
設
置
し
て
い
く
。
な

お
、
公
民
館
の
駐
車
場
を
利
用
す
る

際
は
、
車
の
中
に
貴
重
品
を
置
か
な

い
と
い
う
基
本
的
な
意
識
の
高
揚
を

図
る
よ
う
周
知
・
啓
発
を
引
き
続
き

し
て
い
き
た
い
。

 

（
市
長
）

髙野優一議員

定
管
理
料
を
支
払
って
の
運
営
と
な
る
。

当
施
設
個
別
の
収
益
減
の
要
因
は
何
か
。

観
光
資
源
と
し
て
の
復
活
に
向
け
た
投

資
・
修
繕
の
具
体
的
計
画
が
必
要
で
は
。

　

　

市
営
釣
場
神
扇
池
の
利
用

者
数
の
減
少
は
、
釣
り
人
口

の
減
少
に
よ
り
業
界
自
体
が
縮
小
傾

向
に
あ
る
こ
と
が
一
番
の
要
因
と
考

え
て
い
る
。
近
年
で
は
固
定
費
の
増

加
等
に
よ
る
経
営
状
況
の
圧
迫
、
ま

た
、
施
設
の
老
朽
化
な
ど
の
個
別
の

要
因
に
よ
り
更
に
利
用
者
の
減
少
が

　

市
営
釣
場
神
扇
池
は
、
長

年
、ヘ
ラ
ブ
ナ
釣
り
愛
好
家
に

愛
さ
れ
て
き
た
市
の
観
光
資
源
で
あ
る
。

多
い
時
に
は
年
間
3
万
6
千
人
が
利
用

し
、
指
定
管
理
者
か
ら
2
千
万
円
の
納

入
金
が
納
め
ら
れ
て
い
た
時
期
も
あ
る
。

　

そ
れ
が
昨
年
度
決
算
で
納
入
金
は

89
万
７
３
８
２
円
と
、
池
や
駐
車
場
の
借

上
げ
料
も
カ
バ
ー
で
き
な
い
状
況
と
な
っ

た
。
来
年
度
か
ら
は
年
間
１
千
万
円
の
指

Q

A

観
光
資
源
と
し
て
の
価
値
を
高
め
る
施
設
整
備
を

続
い
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
集
客
力
の
向
上
や
収
支

の
改
善
な
ど
を
視
野
に
、
指
定
管
理

者
と
連
携
し
良
好
な
環
境
維
持
に
努

め
、
利
用
者
に
安
心
し
て
釣
り
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
る
。

 

（
建
設
経
済
部
長
）

松田雅代議員
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１
万
円
）
で
任
意
健
診
と
な
っ
て
い

る
。
埼
玉
県
の
動
向
を
待
た
ず
に
１

日
も
早
く
幸
手
市
と
し
て
実
施
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
が
如
何
か
。
ま

た
、
５
歳
児
健
診
の
実
施
に
つ
い
て

伺
う
。　

１
か
月
児
健
診
費
用
の
助

成
は
県
が
集
合
契
約
に
向
け

て
調
整
を
行
って
い
る
と
伺
って
い
る
。
引

き
続
き
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
県
の

調
整
が
整
い
次
第
実
施
し
て
い
き
た
い
。

５
歳
児
健
診
は
国
の
加
速
化
プ
ラ
ン

　

昨
年
12
月
、「
こ
ど
も
未

来
戦
略
」
が
閣
議
決
定
さ

れ
、
今
後
３
年
間
で
集
中
的
に
実
施

す
る
「
加
速
化
プ
ラ
ン
」
が
示
さ
れ

た
。
そ
の
施
策
の
１
つ
に
「
１
か
月

児
お
よ
び
５
歳
児
健
康
診
査
支
援
事

業
」
が
あ
り
、
実
施
主
体
は
市
町
村

と
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
幸
手
市
に
お
い
て
は
、
１
か

月
児
健
診
は
実
費
負
担
（
５
千
〜

Q

A

１
か
月
児
、
５
歳
児
の
乳
幼
児
健
診
の
早
期
実
施
を

が
示
さ
れ
る
前
か
ら
、
実
施
に
向
け

て
準
備
し
て
お
り
、
令
和
６
年
度
か

ら
開
始
す
る
。
健
診
で
は
保
護
者

が
心
配
事
を
気
軽
に
相
談
で
き
、

こ
ど
も
が
安
心
し
て
日
々
の
生
活
を

送
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
就
学
に
向
け

た
準
備
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
必
要

な
支
援
に
つ
な
げ
る
契
機
と
し
た
い
。

 

（
健
康
福
祉
部
参
事
）

四本奈緒美議員

時
に
、「
お
風
呂
に
入
れ
な
い
で
困
っ

た
。」「
天
神
の
湯
を
早
く
復
活
し
て
く

れ
。」
は
強
い
市
民
要
望
で
す
。
議
会

の
意
志
も
「
天
神
の
湯
」
復
活
で
す
。

木
村
市
長
の
対
応
を
伺
い
ま
す
。

　

市
管
理
職
会
主
催
の
会
に

出
席
し
た
も
の
で
す
。

　

能
登
半
島
地
震
の
状
況
か
ら
も
、

電
気
・
ガ
ス
は
比
較
的
早
期
に
復
旧

し
ま
す
が
、
上
・
下
水
道
は
復
旧
に

時
間
を
要
し
ま
す
。
こ
の
た
め
災
害

時
に
「
天
神
の
湯
」
を
有
効
活
用
す

　

木
村
市
長
は
、
３
月
議
会

開
会
直
前
に
市
幹
部
と
共
に

お
酒
を
伴
っ
た
懇
親
会
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
副
市
長
や
他
部
長

も
議
会
を
欠
席
し
て
い
ま
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
の
患
者
数
が
県
内
最
悪
の
時
期

で
、
市
長
の
危
機
管
理
が
い
か
が
な
も

の
か
。
ま
た
、
能
登
半
島
地
震
に
お

い
て
、
公
共
浴
場
の
大
切
さ
を
実
感

し
ま
し
た
。
市
内
で
起
き
た
火
災
の

Q

A

幸
手
市
の
防
災
・
災
害
対
策
・
危
機
管
理
に
つ
い
て

る
の
は
難
し
い
と
考
え
ま
す
。
風
呂

の
確
保
で
あ
れ
ば
、
自
衛
隊
が
使
用

す
る
簡
易
プ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
を

市
に
お
い
て
も
確
保
し
、
入
浴
す
る

方
法
が
現
実
的
と
考
え
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
災
害
を
想
定

し
、「
天
神
の
湯
」
を
改
修
す
る
と

い
う
考
え
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

 

（
市
長
）

青木　章議員
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市政に対する一般質問

生
活
保
護
申
請
の
受
付

　

生
活
保
護
申
請
が
郵
送
で

行
わ
れ
た
た
め
、
市
と
し
て

は
申
請
が
本
人
の
意
思
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
直
接
面
談
に
て

確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
市
の
様
式
に
沿
っ
て
詳
細
を
お

伺
い
し
、
不
備
な
く
手
続
き
を
進
め

る
意
図
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
来
庁

し
て
い
た
だ
き
、
当
市
の
様
式
及
び

そ
の
他
の
必
要
書
類
へ
の
記
載
を
併

せ
て
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
は
、
本
人
に
承
諾
を
い

た
だ
き
、
審
査
及
び
決
定
を
経
て
、

　

生
活
保
護
を
申
請
す
る
権

利
は
全
て
の
国
民
に
無
差
別

平
等
に
与
え
ら
れ
た
権
利
で
す
。

　

幸
手
市
内
在
住
の
女
性
が
生
活
保

護
法
24
条
の
申
請
要
件
を
満
た
し
た

内
容
で
保
護
申
請
を
行
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
「
当
市
の
書
式
で
な
い
」

と
し
て
受
付
を
拒
否
さ
れ
た
と
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
伺
う
。

Q

A

現
在
は
保
護
受
給
に
至
っ
て
お
り
、

市
の
様
式
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
申

請
を
拒
否
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

（
健
康
福
祉
部
参
事
）

大平泰二議員

が
必
要
で
す
。
国
で
も
防
災
会
議
委

員
に
３
割
の
女
性
の
登
用
を
掲
げ
て
い

ま
す
。
幸
手
市
の
地
域
防
災
会
議
に

お
い
て
も
、
市
長
の
決
断
で
実
現
で
き

る
と
思
う
が
、
意
見
を
伺
う
。

　

本
市
の
能
登
半
島
地
震

へ
の
災
害
支
援
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
各
公
共
施
設
に
義
援
金

箱
の
設
置
及
び
市
幹
部
職
員
と
と
も

に
駅
前
で
募
金
活
動
を
行
っ
た
。
応

援
職
員
派
遣
で
は
、
避
難
所
運
営
支

援
た
め
石
川
県
七
尾
市
へ
職
員
１
名

　

令
和
６
年
元
日
の
能
登
半

島
地
震
に
お
け
る
幸
手
市
の

対
応
と
、
自
治
体
の
災
害
支
援
体
制

に
つ
い
て
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

　

ま
た
、
市
の
防
災
備
蓄
で
は
、
食

料
約
16
万
数
千
食
と
い
わ
れ
る
が
、

ク
ラ
ッ
カ
ー
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
塩
せ
ん

べ
い
等
も
一
食
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い

る
。
紙
お
む
つ
や
肌
着
、
哺
乳
瓶
等
に

つ
い
て
も
、
確
実
に
「
女
性
の
視
点
」

Q

A

幸
手
市
の
災
害
支
援
と
防
災
に
女
性
の
視
点
を

及
び
断
水
等
に
対
す
る
給
水
支
援
の

た
め
石
川
県
輪
島
市
へ
職
員
４
名
の

派
遣
を
行
っ
た
。
引
き
続
き
、
被
災

自
治
体
へ
職
員
派
遣
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
く
。

　

防
災
会
議
委
員
の
女
性
登
用
に
つ

い
て
は
、
既
に
、
次
回
改
選
時
に
女

性
委
員
の
選
出
を
し
て
も
ら
う
よ
う

関
係
機
関
に
お
願
い
を
し
て
い
る
。

　

 

（
市
長
）

本田謡子議員
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市政に対する一般質問

　

市
及
び
教
育
委
員
会
で
の

検
討
の
結
果
、「
幸
手
市
立

小
・
中
学
校
適
正
規
模
・
適
正
配
置

等
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
策
定
し

た
。

　

今
回
の
説
明
会
は
、
そ
こ
に
至
っ

た
経
緯
と
、
基
本
方
針
の
内
容
を
市

民
の
皆
様
に
説
明
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
実
施
し
た
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。

　

市
で
は
、
基
本
方
針
の
策
定
を
慎

重
に
進
め
て
き
た
と
考
え
て
お
り
、

引
き
続
き
丁
寧
な
説
明
を
し
て
い
く

　

２
月
25
日
に
開
催
さ
れ

た
「
学
校
の
再
編
に
関
す
る

説
明
会
」
は
住
民
に
対
す
る
説
明
無

し
に
既
に
決
め
ら
れ
た
統
廃
合
に
つ

い
て
の
事
後
説
明
だ
け
な
の
か
。

　

基
本
方
針
が
決
ま
っ
た
だ
け
と
い

う
説
明
会
で
の
答
弁
は
、
地
域
の

方
々
の
ご
意
見
を
尊
重
し
て
変
更
も

あ
り
得
る
と
い
う
解
釈
で
良
い
の

か
。 Q

A

小
学
校
の
統
廃
合
に
つ
い
て

と
と
も
に
、
地
域
の
皆
様
の
御
意
見

に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
学
校
再
編
を

進
め
て
い
き
た
い
。

 

（
市
長
）

　

市
民
に
施
設
の
一
部
を
開
放
す
る

と
言
っ
て
い
る
が
、
市
と
し
て
そ
の

約
束
を
保
証
で
き
る
の
か
伺
う
。

　

地
域
住
民
の
合
意
を
得
ら
れ
な
い

場
合
、
契
約
を
取
り
や
め
て
ほ
し
い

が
市
の
見
解
を
伺
う
。

　

跡
地
利
用
方
針
に
則
り
、

選
定
委
員
会
で
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
審
査
を
行
い
、
基
準
を

満
た
し
て
い
た
こ
と
か
ら
優
先
交
渉

権
者
と
し
て
選
定
し
た
。
留
学
生
の

管
理
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
告
示
校

　

跡
地
利
用
に
関
す
る
基
本

方
針
に
基
づ
き
、
優
先
交
渉

権
者
と
し
て
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｃ
東
京
学
院
が

選
ば
れ
た
。

　

Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｃ
東
京
学
院
を
選
ん
だ
理

由
を
伺
う
。

　

地
域
の
治
安
維
持
が
懸
念
さ
れ
る

が
市
の
見
解
を
伺
う
。

　

跡
地
を
購
入
し
た
い
と
の
希
望
だ

が
賃
貸
で
は
だ
め
な
の
か
伺
う
。

Q

A

吉
田
幼
稚
園
跡
地
利
用
の
進
捗
状
況
を
伺
う

で
あ
り
「
適
正
校
」
の
選
定
を
受
け

て
お
り
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
。

今
後
、
学
校
開
放
等
を
通
じ
て
地
域

の
皆
様
に
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と

考
え
て
い
る
。

　

市
と
し
て
は
、
事
業
者
の
意
向
を

尊
重
し
、
買
戻
し
特
約
付
き
の
売
買

を
検
討
し
て
い
る
が
、
法
的
な
内
容

も
確
認
し
な
が
ら
今
後
も
協
議
を
進

め
て
い
き
た
い
。

 

（
総
合
政
策
部
長
） 

小河原浩和議員小泉圭司議員
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市政に対する一般質問

登
録
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
が
、

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
の
見
解

を
伺
う
。
市
の
災
害
用
備
蓄
品
に
つ
い

て
も
、
人
口
年
齢
構
成
か
ら
、
再
度

検
証
す
べ
き
と
考
え
る
市
の
見
解
は
。

　

地
域
防
災
計
画
に
基
づ

き
、
平
時
か
ら
防
災
体
制
の

充
実
に
取
り
組
む
と
共
に
、
災
害
に

備
え
応
急
体
制
の
整
備
を
引
き
続
き

進
め
て
い
く
。

　

消
防
団
・
自
主
防
災
組
織
の
充
実

に
向
け
、
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

幸
手
市
地
域
防
災
計
画

（
地
震
編
）
は
、
茨
城
県
南

部
、
発
生
震
度
６
強
想
定
で
策
定
さ

れ
て
い
る
。
市
と
し
て
、
災
害
時
の
応

急
体
制
強
化
策
に
つ
い
て
伺
う
。
消
防

団
・
自
主
防
災
組
織
整
備
強
化
策
に

つ
い
て
伺
う
。
災
害
発
生
を
想
定
し
、

緊
急
時
に
対
応
出
来
る
よ
う
、
市
民

全
世
帯
に
調
査
協
力
を
依
頼
し
、
井

戸
所
有
者
に
対
し
て
、
災
害
用
井
戸

Q

A

市
の
防
災
体
制
強
化
に
つ
い
て
問
う

等
で
促
進
強
化
に
努
め
て
い
く
。

　

災
害
用
井
戸
の
生
活
用
水
へ
の
活

用
は
、
他
自
治
体
の
事
例
研
究
や
、

井
戸
所
有
者
と
の
協
力
体
制
が
構
築

出
来
る
か
を
調
査
し
て
い
く
。

　

災
害
用
備
蓄
品
は
、
毎
年
検
証
を

行
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
、
皆
様
の

意
見
を
参
考
に
す
る
と
共
に
、
市
の

実
情
を
踏
ま
え
て
備
蓄
し
て
い
く
。　

 

（
市
民
生
活
部
長
）

木村治夫議員

本会議・委員会室へ
パソコンやタブレット端末
の持ち込みを試験的に実施
　幸手市議会では資料のペーパーレス化を推進す
ることから議員が所有するパソコンやタブレット
端末等の本会議場・委員会室への持ち込みを認め、
会議で使用する資料を閲覧できるようにします。

実施時期
・令和６年第１回定例会（３月）
・令和６年第２回定例会（６月）

3月定例会
傍　聴　者

51人の方が傍聴されました。
議会インターネット中継のアクセス件数
インターネットを利用した議会中継
（ライブ及び録画）を行っております。

１月　209件 ２月　2,244件 ３月　792件

の方が視聴されました。

  
議会を傍聴しませんか
　議会では日常生活にかかわる条例や事業の予算など
を審議し、決定しています。ぜひ、傍聴にお出かけく
ださい。

幸手市議会からの お知らせ

●  それぞれの内容の詳細は会議録および市議会ホーム
ページ（インターネット映像配信システム）でご覧
になれます。　

●  会議録は図書館、各公民館の図書コーナー、市役所
の情報公開コーナー、または市議会ホームページで
公開しています。

● ３月定例会の会議録は６月上旬頃公開予定です。
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